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１． 情報提供依頼の目的 

    さぬき市役所（以下、本市）では、現行の総合住民情報システムについて再構築の検討

を行っており、市民の利便性の向上、事務効率の向上、制度改正等に対するシステム改修

費用、システム運用に係るランニングコストの削減等を目的として、システム最適化基本計画

を策定しています。 

    今回の情報提供依頼はシステム最適化基本計画に基づき、総合住民情報システムの再構

築を実施するにあたって作成する「提案依頼書（RFP）」の内容検討のため、事業者の皆様よ

り広く情報提供をお願いするものです。 

 

２． 情報提供依頼の内容 

以下に情報提供をお願いする内容を記載します。情報提供いただく範囲については、全

部又は一部でも構いません。 

 

（１） 対象業務システム 

現在以下の業務システムについて再構築を予定しています。 

※ 一部の業務システムの情報提供でも構いません。 

No 業務システム名 備考 

1 住民基本  

2 印鑑登録証明  

3 国民年金  

4 国民健康保険資格  

5 国民健康保険税  

6 個人住民税  

7 法人住民税  

8 固定資産税  

9 軽自動車税  

10 統合収納管理  

11 統合宛名管理  

12 共通基盤* 新規構築 

 

（２） 共通基盤 

APPLIC 地域情報プラットフォームに準拠した共通基盤の構築を予定しています。共通

基盤の基本的な機能として帳票・印刷管理、文字管理、統合データベース、データ連携等

を想定していますが、他にも有益な提案があれば合わせて情報提供をお願いします。 
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（３） データセンター 

本市では、サーバー機器のデータセンターハウジング、もしくはクラウド方式システム等、

庁舎内にサーバー機器を設置しない運用方式の採用を検討しています。データセンター

に関する利用料等の情報提供をお願いします。 

 

（４） その他要求機能 

以下の機能については総合住民情報システムの再構築にあたり、特に重要視している

ものであり、これらの機能に関する情報提供をお願いします。 

① コンビニ収納、マルチペイメントへの対応 

② 総合窓口システムへの対応 

③ 住民票コンビニ交付への対応 

 

３． 情報提供の実施要領 

（１） 提供依頼資料 

① 会社概要 

② 導入実績 

③ 提案システムの紹介資料（内容・特徴）と機能一覧 

④ 導入スケジュール 

⑤ 概算費用見積 

 

（２） 様式 

  ⑤概算費用見積 は 別紙２ 「概算費用見積様式」 に記入してください。それ以外は任

意の様式とします。 

 

（３） 部数 

印刷物 2部、CD-ROM 1部 

 

（４） 提出期限 

平成 29年 2月 28日（火） １７時まで 

 

（５） 提出方法 

持参もしくは郵送（当日必着） 

 

（６） 提出先 

〒769-2195 香川県さぬき市志度 5385番地 8 

さぬき市役所 総務部総務課 情報システム係 
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担当 石川・中川 

℡：087-894-1111 E-mail : densan@city.sanuki.lg.jp 

 

（７） 質問受付 

期限：平成 29年 2月 15日（水）１７時まで 

方法：別紙１「質問票」に質問事項を記入の上、電子メールに添付し、上記（６）提出先の

E-mailアドレスへ送付してください。 

 

４． 調達全体の想定スケジュール 

想定している調達スケジュールは以下の通りです。 

日程 項目 備考 

平成 29年 2月初 情報提供依頼（RFI）  

平成 29年 2月末 情報提供期限  

平成 29年 4月 提案依頼（RFP）  

平成 29年 5月 次期システム事業者内定  

平成 30年 1月 次期システム稼働  

 

５． 留意事項 

① 情報提供に関する費用については、各事業者にてご負担をお願いします。 

② 情報提供いただいた事業者に対して、当市より質問をさせていただく場合がありますの

で、ご協力をお願いします。 

③ 提供いただいた資料は返却いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

④ 提供いただいた資料等の内容については、今後実施する予定である調達に係る仕様書

に利用させていただく場合があります。 


